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松山市長 野 志 克 仁   

 

市議会議員等報酬・期末手当及び費用弁償条例の一部改正について 

市議会議員等報酬・期末手当及び費用弁償条例の一部を改正する条例を次のように定め

る。 

記 

市議会議員等報酬・期末手当及び費用弁償条例の一部を改正する条例 

市議会議員等報酬・期末手当及び費用弁償条例（昭和２２年６月２４日制定）の一部を

次のように改正する。 

別表選挙長の項中「１０，８００円」を「１２，２００円」に改め，同表投票所の投票

管理者の項中「１２，８００円」を「１４，５００円」に改め，同表期日前投票所の投票

管理者の項中「１１，３００円」を「１２，８００円」に改め，同表開票管理者の項中「

１０，８００円」を「１２，２００円」に改め，同表投票所の投票立会人の項中「１０，

９００円」を「１２，４００円」に改め，同表期日前投票所の投票立会人の項中「９，６

００円」を「１０，９００円」に改め，同表不在者投票所の投票立会人の項中「１０，９

００円」を「１２，４００円」に改め，同表開票立会人の項及び選挙立会人の項中「８，

９００円」を「１０，１００円」に改める。 

付 則 

（施行期日） 

１ この条例は，公布の日から施行する。 

（適用区分） 

２ この条例による改正後の別表の規定は，国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する

法律の一部を改正する法律（令和７年法律第５０号）の施行の日以後その期日を公示又

は告示される選挙から適用する。 

 

（提案理由） 

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の改正に伴い，選挙長等の報酬額を引

き上げるため，本案を提出する。 
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